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会
　
計 

改
正
連
結
会
計
基
準
等
の
公
開
草

案
、公
表
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

去
る
８
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
２
０
８
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

改
正
連
結
会
計
基
準（
案
）等
の
公
表

議
決Ａ

Ｓ
Ｂ
Ｊ
で
は
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ

ン
ス
の
観
点
か
ら
、
連
結
財
務
諸
表

に
お
け
る
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
短
期
的
な
対
応
を
行
う
べ
く
検

討
が
行
わ
れ
て
き
た
。

今
回
、
公
表
議
決
さ
れ
た
の
は
次

の
４
つ
の
公
開
草
案
。

・「
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基

準（
案
）」（
企
業
会
計
基
準
22
号
の

改
正
案
）

・「
一
定
の
特
別
目
的
会
社
に
係
る
開

示
に
関
す
る
適
用
指
針（
案
）」（
企

業
会
計
基
準
適
用
指
針
15
号
の
改

正
案
）

・「
連
結
財
務
諸
表
に
お
け
る
子
会
社

及
び
関
連
会
社
の
範
囲
の
決
定
に

関
す
る
適
用
指
針（
案
）」（
企
業
会

計
基
準
適
用
指
針
22
号
の
改
正
案
）

・「
投
資
事
業
組
合
に
対
す
る
支
配
力

基
準
及
び
影
響
力
基
準
の
適
用
に

関
す
る
実
務
上
の
取
扱
い（
案
）」

（
実
務
対
応
報
告
20
号
の
改
正
案
）

現
在
、
わ
が
国
で
は「
子
会
社
の

範
囲
の
見
直
し
に
係
る
具
体
的
な
取

扱
い
　
三
」に
お
い
て
、
一
定
の
要

件
を
満
た
し
た
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
つ
い
て
は

子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る

推
定
規
定
が
あ
る
。

今
回
の
改
正
で
は
、
当
該
取
扱
い

を
会
計
基
準
の
な
か
で
定
め
る
こ
と

と
し
た
。
ま
た
、
こ
の
取
扱
い
は
資

産
の
譲
渡
者
の
み
に
適
用
さ
れ
る
。

適
用
時
期
は
平
成
24
年
４
月
１
日

以
後
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
の
期

首
か
ら
と
さ
れ
て
お
り
、
早
期
適
用

は
可
能
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
公
開
草
案
は
９

月
３
日
に
公
表
さ
れ
て
お
り
、
コ
メ

ン
ト
募
集
は
11
月
４
日
ま
で
。

退
職
給
付
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

退
職
給
付
専
門
委
員
会
で
は
本
年

３
月
に
公
表
さ
れ
た
退
職
給
付
に
関

す
る
会
計
基
準（
案
）、
お
よ
び
同
適

用
指
針（
案
）に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン

ト
へ
の
対
応
を
行
っ
て
き
た
。
前
回

の
専
門
委
員
会
で
ス
テ
ッ
プ
１
に
関

す
る
検
討
は
お
お
む
ね
終
了
し
、
以

降
の
検
討
は
本
委
員
会
に
委
ね
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
た（
本
誌
２
０

１
０
年
９
月
10
日
号（
№
１
２
５
８
）

情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
を
参
照
）。

本
委
員
会
に
お
い
て
、
事
務
局
か

ら
退
職
給
付
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
め

方
に
つ
い
て
、
当
初
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
ど
お
り
本
年
中
に
も
ス
テ
ッ
プ
１

に
つ
い
て
最
終
基
準
化
す
る
こ
と
が

提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
本

委
員
会
で
は「
Ｂ
／
Ｓ
即
時
認
識
に

つ
い
て
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
19
号
が
確
定
し
て

か
ら
結
論
を
出
す
べ
き
」、「
短
期
間

に
数
回
の
改
正
が
行
わ
れ
る
と
実
務

負
担
が
大
き
い
」な
ど
、
ス
テ
ッ
プ

１
・
２
と
し
て
分
け
る
必
要
が
あ
る

の
か
と
い
う
反
対
意
見
が
多
く
出
さ

れ
た
。
最
終
基
準
化
に
際
し
て
、
事

務
局
の
舵
取
り
が
難
し
く
な
っ
て
い

る
と
い
え
そ
う
だ
。

基
準
諮
問
会
議
か
ら
の
提
言

８
月
２
日
に
開
催
さ
れ
た
第
10
回

基
準
諮
問
会
議
に
お
い
て
、
次
の
２

つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
で

検
討
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
た
。

●
四
半
期
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計

基
準
の
改
正

平
成
20
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す

る
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度

か
ら
、
四
半
期
報
告
制
度
が
導
入
さ

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
開

示
書
類
の
作
成
負
担
が
重
い
等
の
理

由
か
ら
、
四
半
期
報
告
制
度
の
簡
素

化
が
作
成
者
側
か
ら
求
め
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、
本
年
６
月
18
日
に
閣
議

決
定
さ
れ
た「
新
成
長
戦
略
」に
お
い

て
も
、「
四
半
期
報
告
の
大
幅
な
簡

素
化
」が
盛
り
込
ま
れ
、
２
０
１
０

年
中
に
所
要
の
改
革
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
特
に
第
１
四
半
期
お
よ

び
第
３
四
半
期
に
つ
い
て
は
大
幅
な

簡
素
化
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
見
を

考
慮
し
、
四
半
期
財
務
諸
表
に
関
す

る
会
計
基
準
、
お
よ
び
同
適
用
指
針

を
見
直
す
方
向
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て

は
、
年
内
に
公
開
草
案
を
公
表
し
、

２
０
１
１
年
３
月
ま
で
に
最
終
基
準

化
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

●
後
発
事
象
に
関
す
る
会
計
基
準
等

の
策
定

わ
が
国
で
は
、「
後
発
事
象
」に
関

す
る
会
計
基
準
が
な
く
、
日
本
公
認

会
計
士
協
会
監
査
・
保
証
実
務
委
員

会
報
告
76
号「
後
発
事
象
に
関
す
る

監
査
上
の
取
扱
い
」等
に
則
っ
て
実

務
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ

る
。
し
か
し
、
国
際
的
な
会
計
基
準

に
は「
後
発
事
象
」に
関
す
る
会
計
基

準
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
昨
年「
変
更
・
訂
正
会

計
基
準
」が
公
表
さ
れ
た
こ
と
等
を

契
機
と
し
て
、
後
発
事
象
の
考
え
方

を
整
理
し
た
う
え
で
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と

同
様
に
定
義
や
会
計
処
理
、
開
示
な

ど
を
規
定
す
る
会
計
基
準
等
が
策
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
見
込
み
。

国
際
会
計 

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
１
号
改
訂
案「
初
度
適
用

企
業
に
対
す
る
固
定
日
付
の
削

除
」、公
表
│
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
８
月
26
日
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
１
号「
国
際
財
務
報
告
基

準
の
初
度
適
用
」に
お
け
る
固
定
日

付
の
一
部
を
削
除
す
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
１

号
の
改
訂
案
を
公
表
し
た
。
こ
れ
に

対
す
る
コ
メ
ン
ト
募
集
期
限
は
２
０

１
０
年
10
月
27
日
と
な
っ
て
い
る
。

要
　
旨

今
回
の
提
案
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
１
号

を
改
訂
し
、
基
準
に
お
い
て
固
定
さ

れ
た
日
付
で
あ
っ
た「
２
０
０
４
年

１
月
１
日
」を「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
へ
の
移
行

日
」と
い
う
表
現
に
変
更
す
る
も
の

で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
初
度
適
用
企
業

は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
移
行
日
よ
り
前
に
発

生
し
た
金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債

の
認
識
の
中
止
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
Ｉ
Ａ
Ｓ
39
号「
金
融
商
品
―

認
識
及
び
測
定
」を
遡
及
適
用
す
る

こ
と
は
な
く
な
る
。
さ
ら
に
、
初
度

適
用
企
業
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
移
行
日
前

に
発
生
し
た
取
引
に
係
る
金
融
商
品

の
初
日
損
益
を
修
正
す
る
必
要
は
な

く
な
る
。

金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
の
認
識

の
中
止

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
１
号
の
遡
及
適
用
の
禁

止
規
定
と
し
て
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
39
号
の
金

融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
の
認
識
の
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フラッ
シュ 

遺
伝
子
に
は
疾
病
の
発
症
を
抑
制
す

る
働
き
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
長
寿
者
に
共
通
し
た
遺
伝
子
標

識
１
５
０
を
洗
い
出
し
、
特
定
の
個

人
が
平
均
よ
り
も
並
外
れ
て
長
生
き

す
る
確
率
の
算
出
モ
デ
ル
を
導
き
出

し
た
、
と
い
う
の
が
研
究
成
果
だ
。

長
寿
が
遺
伝
子
の
働
き
に
依
存
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
遺
伝
子
の

組
み
合
わ
せ
を
持
っ
て
い
れ
ば
長
生

き
す
る
確
率
が
高
い
と
い
う
わ
け

だ
。
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
研
究
チ
ー
ム

に
よ
れ
ば
、
百
歳
以
上
ま
で
生
き
ら

れ
る
人
を
77
％
の
確
率
で
特
定
で
き

る
の
だ
と
い
う
。

わ
が
国
の
長
寿
高
齢
者
は
毎
年
増

加
し
て
い
る
。
医
学
や
福
祉
制
度
の

充
実
が
理
由
だ
と
の
見
方
も
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
の
種
の
制
度
が
充
実
し
て

い
な
い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
ど
れ
だ

け
長
く
て
も
55
歳
が
限
界
だ
と
観
察

さ
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ト
の

潜
在
寿
命
は
長
く
、
百
歳
近
く
ま
で

生
き
る「
一
握
り
の
老
人
は
先
史
時

代
か
ら
つ
ね
に
存
在
し
た
」（
長
谷
川

1 

31
45
 どう見る？ 

　　　この数字 

─自助努力の限界 
3145分の1

眞
理
子「
ヒ
ト
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は

ど
こ
が
違
う
？
」『
Ｕ
Ｐ
』２
０
１
０

年
７
月
号
）と
い
う
。
遺
伝
子
的
ア

プ
ロ
ー
チ
が
重
み
を
増
し
て
く
る
ゆ

え
ん
だ
。

２
０
０
９
年
の
簡
易
生
命
表（
７
月

26
日
公
表
）に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
平

均
寿
命
は
女
性
86
・
４
歳
で
世
界

一
、
男
性
は
79
・
６
歳
で
５
位
。
こ

れ
は
、
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
人
の
話

だ
。
今
生
き
て
い
る
人
の
余
命
は
86

歳
女
性
が
７
・
８
年
、
79
歳
男
性
は

９
・
２
年
だ
。
こ
の
表
で
の
余
命
を

見
る
と
、
60
歳
代
ご
ろ
ま
で
は
歳
を

重
ね
る
ご
と
に
短
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
は
余
命
の
減
少
が
小
さ
く
な

り
、
百
歳
以
上
で
の
余
命
減
少
は
大

変
小
さ
い
。
あ
る
点
に
到
達
す
れ

ば
、
命
は
な
か
な
か
擦
り
切
れ
な
い

も
の
の
よ
う
だ
。
一
部
は
未
確
認
の

統
計
誤
差
が
あ
る
に
せ
よ
、
百
歳
以

上
に
ま
で
生
き
延
び
る
割
合
は
日
本

人
の
場
合
で
３
１
４
５
人
に
１
人（
２

０
１
０
年
３
月
末
住
民
基
本
台
帳
比

較
で
在
日
外
国
人
を
含
ま
ず
）。

こ
の
、選
ば
れ
た
数
に
入
る
確
率
が

遺
伝
子
に
よ
る
も
の
な
の
だ
と
す
れ

ば
、健
康
ブ
ー
ム
は
余
命
を
延
ば
す
の

で
は
な
く
命
が
尽
き
る
ま
で
日
常
生

活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
努
力
で
し

か
な
い
こ
と
に
な
る
。生
命
保
険
会
社

も
年
金
財
政
も
、新
た
な
し
く
み
を
考

え
る
時
代
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

　（
神
保
敏
明
）

９
月
に
は
高
齢
者
が
感
謝
さ
れ
る

日
が
め
ぐ
っ
て
く
る
。一
度
は
15
日
。

こ
の
日
は
老
人
福
祉
法
で｢

老
人
の

日｣

と
定
め
ら
れ
て
、こ
れ
ま
で
の
社

会
寄
与
に
対
し
て
個
別
に
感
謝
の
言

葉
が
か
け
ら
れ
る
。二
度
目
は
第
３
月

曜
日
の
20
日
。こ
の
日
は｢

国
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律｣

で
祝
日
と
定
め
ら

れ
て
、休
日
を
楽
し
む
人
が
一
瞬
だ
け

感
謝
の
気
持
ち
を
抱
い
て
く
れ
る
。

「
老
人
」の
定
義
は
複
数
存
在
す

る
。「
長
寿
」者
の
定
義
も
同
様
で
あ

る
。
万
人
が
認
め
る
長
寿
者
は
百
歳

だ
ろ
う
。
世
紀
を
生
き
た
人
は
、
ど

こ
か
ら
見
て
も
長
寿
高
齢
者
に
値
す

る
。
そ
の
人
数
は
２
０
０
９
年
で
４

万
３
９
９
人
。
87
％
が
女
性
だ
。
高

齢
者
と
は
老
女
の
代
名
詞
で
も
あ

る
。
姿
を
見
せ
な
い
１
１
１
歳
男
性

長
寿
高
齢
者
が
、
そ
の
存
在
に
疑
念

を
抱
か
れ
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き

だ
っ
た
と
も
い
え
る
。

そ
の
長
寿
要
因
を
遺
伝
子
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
で
分
析
し
た
研
究
成
果

が
公
表
さ
れ
た（「
サ
イ
エ
ン
ス
」電

子
版
７
月
１
日
）。
米
国
で
行
わ
れ

た
こ
の
研
究
は
、
百
歳
以
上
の
人
が

共
通
し
て
持
っ
て
い
る
遺
伝
子
の
特

徴
を
分
析
し
た
も
の
だ
。
百
歳
超
の

長
寿
高
齢
者
群
と
無
作
為
抽
出
群
と

の
間
に
は
、
一
般
的
な
疾
患
に
関
わ

る
遺
伝
子
の
数
で
の
違
い
が
な
か
っ

た
。
疾
病
へ
の
脅
威
が
同
じ
確
率
で

起
き
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
長
寿
者
の

中
止
に
関
す
る
規
定
は
、
２
０
０
４

年
１
月
１
日
以
降
に
発
生
し
た
取
引

に
対
し
て
、
将
来
に
向
か
っ
て
適
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ

て
い
る
。

今
回
の
提
案
に
よ
る
と
、
こ
の

「
２
０
０
４
年
１
月
１
日
」と
い
う
固

定
さ
れ
た
日
付
を「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
移
行

日
」と
変
更
す
る
こ
と
で
、
従
前
の

Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
に
基
づ
い
て
、
金
融
資
産

ま
た
は
金
融
負
債
の
認
識
の
中
止
を

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
移
行
日
よ
り
前
に
行
っ

た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に

基
づ
く
と
認
識
を
中
止
す
べ
き
で
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
原
則
と
し
て
金

融
資
産
ま
た
は
金
融
負
債
と
し
て
再

度
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
の
当
初

認
識
時
の
公
正
価
値
測
定

金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
の
当

初
認
識
は
公
正
価
値
に
よ
る
が
、
そ

れ
ら
に
活
発
な
市
場
が
な
い
場
合

は
、
市
場
で
の
類
似
取
引
や
評
価
技

法
を
用
い
て
公
正
価
値
を
見
積
る
と

さ
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
39
号
で
は
、
金
融
資
産
ま

た
は
金
融
負
債
の
当
初
認
識
に
関
す

る
初
日
損
益
の
認
識
を
制
限
す
る
た

め
、
当
初
認
識
時
に
お
け
る
金
融
資

産
ま
た
は
金
融
負
債
の
公
正
価
値
が

同
一
の
金
融
商
品
に
お
け
る
現
在
の

観
察
可
能
な
市
場
取
引
と
の
比
較
に

よ
る
場
合
、
ま
た
は
観
察
可
能
な
市

場
か
ら
の
デ
ー
タ
の
み
を
変
数
と
し

た
評
価
技
法
に
基
づ
い
て
い
る
場
合

以
外
は
、
取
引
時
点
で
の
損
益
認
識

は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
規
定
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
初
度

適
用
の
際
に
は
遡
及
適
用
す
る
か
、

ま
た
は
次
の
い
ず
れ
か
の
時
点
か
ら

適
用
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

・
２
０
０
２
年
10
月
25
日
よ
り
あ
と

に
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
の
当

初
認
識

・
２
０
０
４
年
１
月
１
日
よ
り
あ
と

に
行
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
の
当

初
認
識

今
回
の
提
案
は
、
こ
れ
ら
２
つ
の

日
付
を
廃
止
し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
移
行
日

以
降
に
行
わ
れ
た
取
引
に
適
用
で
き

る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

金
　
融 

意
図
せ
ざ
る
円
高
修
正
局
面
の
可

能
性

政
府
・
日
銀
は
８
月
下
旬
に
円
高

対
応
策
を
発
表
し
た
。

政
府
は
、
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
制
度
の

延
長
や
新
卒
者
の
雇
用
対
策
な
ど
、

一
部
の
制
度
を
変
更
す
る
対
応
策
が

主
で
、
経
済
対
策
と
い
う
に
は
あ
ま
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前年同期比増加率の推移 （単位：％、億円） 
◆売上高（金融業、保険業を除く）　製造業、非製造業ともに増収　　 
売上高は357兆9,121億円で、前年同期（297兆5,154億円）を60兆3,967億円上回り、対前年

同期増加率（以下「増加率」という）は20.3％（前期10.6％）となった。 
業種別にみると、製造業では、輸送用機械、情報通信機械、生産用機械など多くの業種で増収となっ

たことから、製造業全体では25.9％（同19.1％）となった。 
一方、非製造業では、建設業、情報通信業、物品賃貸業などで減収となったものの、卸売業、小売業、 

サービス業、 不動産業などで増収となったことから、非製造業全体では18.1％（同7.5％）となった。 
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は9.1％（同9.8％）、１億円～10億円の階層

は7.6％（同10.2％）、1,000万円～１億円の階層は35.6％（同11.6％）となった。 
◆経常利益（金融業、保険業を除く）　製造業、非製造業ともに増益　　 
経常利益は13兆2,745億円で、前年同期（7兆2,366億円）を6兆379億円上回り、増加

率は83.4％（前期163.8％）となった。 
業種別にみると、製造業では、食料品などで減益となったものの、輸送用機械、情報通信機械、電気

機械などで増益となったことから、製造業全体では553.0％（同黒字転化）となった。一方、非製造業
では情報通信業、電気業などで減益となったものの、サービス業、 卸売業、小売業、 建設業などで増
益となったことから、非製造業全体では 33.1％（同5.2％）となった。 
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は79.5％（同360.1％）、１億円～10億円の

階層は84.1%(同138.0％）、1,000万円～１億円の階層は90.4％（同70.5％）となった。 
◆設備投資（金融業、保険業を除く）　製造業では減少、非製造業では増加　　　　 
設備投資額は8兆3,648億円で、増加率は△1.7％（前期△11.5％）となった。 
業種別にみると、製造業では、情報通信機械などで増加したものの、輸送用機械、業務用機械、

食料品などで減少したことから、製造業全体では△10.5％（同△31.2％）となった。一方、非製造
業では、情報通信業、 運輸業、郵便業、 卸売業、小売業などで減少したものの、サービス業、不動産
業、電気業などで増加したことから、非製造業全体では3.4％（同0.4％）となった。 
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は△12.6％（同△19.0％）、1億円～10

億円の階層は△7.9％（同△15.8％）、1,000万円～1億円の階層は34.9％（同17.2％）となった。 
なお、ソフトウェア投資額は6,712億円で、増加率は△4.2％ (同4.2％)となり、ソフトウェア投

資額を除いた設備投資額は7兆6,936億円で、増加率は△1.5％（同△12.9％）となった。 

──平成２２年４～６月期調査 

回答法人数 23,385社 （19,645社） 
回　答　率 73.8％ （74.3％） 
（　）書きは金融業、保険業を除いた数値である。 

財務省法人企業統計調査 この調査は、統計法に基づく基幹統計として資本金１千万円以上の営利法人等を対象に、企業活動の短期的動向を把握することを目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査してい
るものである。なお、平成２０年度調査より、金融業、保険業を含めた調査を実施している。 
以下は平成２２年９月３日に発表した２２年４～６月期の調査結果の概要である。 

財務省では、「法人企業統計調査」の公表の早期化を進めている。そのためには、
調査票の早期回収が不可欠であるので、調査の対象となった法人は、必ず提出
期限までに財務省（財務局・財務事務所）へ提出されたい。 
なお、次回平成22年7～9月期の調査票の提出期限は平成22年11月10日、結
果の公表は平成22年12月2日の予定である。 

売上高 
　全産業 
　　製造業 
　　非製造業 
 
経常利益 
　全産業 
　　製造業 
　　非製造業 
 
設備投資 
　全産業 
 
　　製造業 
 
　　非製造業 

区　　分 21.4－6 7－9 10－12 22.1－3 4－6

（注）　設備投資の（　）書きは、ソフトウェア投資額を除いたベース。 
　　　＊印は前年同期の数値が負数のため算出できないものである。 
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△ 32.4  
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△ 24.8  
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△ 17.0  
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証
　
券 

円
高
対
策
の
効
果
は
期
待
で
き
な

い
が
…

り
に
も
小
規
模
す
ぎ
る
内
容
だ
っ

た
。一

方
の
日
銀
は
、
臨
時
の
金
融
政

策
決
定
会
合
を
開
催
し
、
昨
年
12
月

に
導
入
し
た
０
・
１
％
の
固
定
金
利

で
貸
し
出
す
新
型
オ
ペ
に
関
し
て
、

貸
付
期
間
を
現
行
の
３
カ
月
に
加
え

て
６
カ
月
も
新
設
し
、
さ
ら
に
供
給

額
を
20
兆
円
か
ら
30
兆
円
に
引
き
上

げ
る
措
置
を
発
表
し
た
。
こ
れ
も
市

場
か
ら
み
た
意
外
性
は
な
く
、
市
場

へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
極
め
て
限
定
的

と
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
円
高
局
面
は
投
機
筋
に
よ

る
相
場
か
く
乱
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
欧
米
の
金
融
不
安
や
そ
れ
に
伴

う
財
政
赤
字
に
対
す
る
懸
念
が
主
因

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
年
初
の
オ
バ
マ

米
大
統
領
の
輸
出
倍
増
計
画
の
発
表

を
筆
頭
に
各
国
の
自
国
通
貨
安
の
思

惑
が
顕
著
で
、
消
去
法
的
に
円
買
い

に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
市

場
環
境
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
為
替
介
入
を
仮
に

実
施
し
て
も
単
独
介
入
に
な
ら
ざ
る

を
得
ず
、
効
果
は
期
待
で
き
な
い
と

い
う
側
面
が
強
い
。
ま
し
て
、
日
銀

の
表
面
的
な
量
的
緩
和
策
に
為
替
相

場
が
反
応
す
る
は
ず
も
な
く
、
政

府
・
日
銀
に
表
面
的
な
相
場
操
縦
を

期
待
す
る
一
部
の
市
場
関
係
者
や
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
は
間
違
い
で
あ

る
。
円
高
対
応
策
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
最
も
理
想
的
な
の
は
一
定
の
期

待
イ
ン
フ
レ
率
を
伴
っ
た
経
済
成
長

見
通
し
が
明
確
に
な
る
こ
と
だ
。

し
か
し
、
円
高
修
正
局
面
は
別
の

要
因
か
ら
や
っ
て
く
る
可
能
性
も
あ

る
。
今
回
の
民
主
党
代
表
選
挙
に
小

沢
一
郎
前
幹
事
長
が
立
候
補
す
る
こ

と
が
市
場
に
伝
わ
る
と
、
長
期
金
利

は
再
び
１
％
水
準
を
超
え
て
上
昇
し

た
。
菅
首
相
よ
り
は
積
極
財
政
派
で

あ
る
小
沢
氏
に
対
す
る
警
戒
感
と
も

取
れ
る
が
、
小
沢
氏
に
近
い
国
会
議

員
が
小
沢
氏
に
国
有
財
産
の
証
券
化

に
よ
る
国
家
財
政
の
財
源
調
達
を
進

言
し
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
発
言
し

た
こ
と
も
一
因
だ
。

こ
れ
は
国
債
市
場
の
変
動
性
を
高

め
、
円
の
信
認
を
低
下
さ
せ
る
要
因

と
な
る
。
政
府
・
与
党
と
し
て
今
後

こ
の
政
策
を
採
用
す
れ
ば
、
意
図
せ

ざ
る
円
高
修
正
局
面
を
迎
え
る
可
能

性
が
あ
る
。

日
本
銀
行
は
８
月
末
に
追
い
立
て

ら
れ
る
よ
う
に
円
高
対
応
に
動
い

た
。
追
加
の
金
融
緩
和
策
と
し
て
、

０
・
１
％
の
政
策
金
利
に
よ
る
資
金

供
給
額
を
現
行
20
兆
円
か
ら
30
兆
円

へ
拡
大
す
る
の
が
骨
子
で
あ
る
。
同

時
に
政
府
も
エ
コ
住
宅
、
エ
コ

カ
ー
、
エ
コ
家
電
に
対
す
る
優
遇
金

利
や
補
助
金
制
度
の
来
年
３
月
末
ま

で
の
延
長
、
学
生
の
就
職
支
援
策
の

強
化
な
ど
を
中
心
と
す
る
経
済
対
策

を
ま
と
め
た
。

為
替
市
場
へ
の
介
入（
円
売
り
、

ド
ル
買
い
）な
し
に
、
こ
の
程
度
の

対
策
を
打
っ
て
も
５
月
以
降
、
ほ
ぼ

一
本
調
子
で
上
昇
を
続
け
て
い
る
為

替
相
場
の
方
向
転
換
に
は
と
う
て
い

無
理
で
あ
る
こ
と
は
誰
に
も
わ
か
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
為
替
相

場
に
対
す
る
意
思
表
示
を
し
た
点

で
、
何
も
し
な
い
よ
り
は
ま
し
で
あ

ろ
う
。

一
方
、
政
治
の
世
界
で
は
政
権
与

党
の
代
表
選
挙
の
日
程
が
到
来
し
、

現
職
首
相
と
党
の
有
力
者
が
し
の
ぎ

を
削
る
選
挙
戦
を
行
う
と
い
う
事
態

に
至
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
も
敏
速
な

政
策
決
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
き

の
政
治
空
白
で
あ
る
。
他
の
国
か
ら

み
る
と
、
ま
っ
た
く
理
解
し
が
た
い

光
景
で
あ
ろ
う
。
議
院
内
閣
制
の
欠

陥
を
み
る
思
い
が
す
る
。

と
に
か
く
早
く
首
相
の
座
を
決

め
、
財
政
の
長
期
的
視
点
に
立
っ
て

23
年
度
予
算
の
方
向
性
を
決
め
、
必

要
な
制
度
改
革
に
着
手
す
る
必
要
が

あ
る
。

た
だ
、
現
実
の
株
価
は
下
落
幅
が

先
進
国
市
場
で
最
大
で
あ
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
割
安
感
が
生
じ
る
と
こ
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ろ
ま
で
調
整
さ
れ
た
。
現

在
、
予
想
さ
れ
て
い
る
企
業

収
益
が
こ
れ
か
ら
下
方
修
正

と
い
っ
た
事
態
に
な
ら
な
け

れ
ば
、
さ
ら
な
る
株
価
下
落

は
避
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

企
業
収
益
の
動
向
を
決
め

る
の
は
海
外
景
気
、
輸
出
需

要
と
円
相
場
で
あ
る
。
不
確

実
性
が
強
調
さ
れ
る
ア
メ
リ

カ
経
済
は
な
お
動
揺
た
だ
な

ら
ぬ
感
じ
だ
が
、
欧
州
経
済

は
上
方
修
正
が
伝
え
ら
れ
、

中
国
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ

ア
な
ど
新
興
国
経
済
の
好
調

ぶ
り
は
変
わ
ら
な
い
。
世
界

経
済
が
二
番
底
回
避
と
判
断

で
き
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
時

間
が
か
か
ろ
う
が
、
円
高
に

よ
る
輸
出
の
マ
イ
ナ
ス
は
さ

ほ
ど
大
き
く
な
ら
な
い
可
能

性
が
出
て
き
た
。

秋
は
世
界
的
な
株
価
調
整

に
な
る
こ
と
が
多
く
、
警
戒

感
が
強
い
が
、
今
年
に
限
れ

ば
、
調
整
は
夏
場
で
済
ん
で

い
た
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。

コンピュータ利用監査技法（CAAT）

コンピュータ利用監査技法（CAAT：Computer Assisted
Audit Techniques）とは、監査のツールとしてコンピュータ
を利用する監査技法であり、監査手続の有効性および効率
性を改善することが可能となる。
CAATは、実施するために必要なコンピュータプログラ

ムとデータにより構成される。その方法には、①被監査会社
の汎用コンピュータに監査人が作成した汎用監査プログラ
ムをロードし、抽出、計算、比較、統計処理等を実施し出力す
る方法、②データダウンロード監査技法と呼ばれる被監査
会社の電子記録化された監査対象データを電子記録のまま
入手し、監査人の管理下にあるPC等を用いて、監査人が入手
したデータを利用し必要な監査手続を実施する方法、があ
る。
また、CAATを利用することにより、仕訳テストにおいて

不正や誤謬による重要な虚偽表示のリスクが相対的に高い
科目について、より深度のある手続を実施することができ
る。

自動化された業務処理統制等

自動化された業務処理統制等は、その性格から①自動
化された業務処理統制、②自動化された会計処理手続、③
手作業による統制に利用されるシステムから自動生成さ
れた情報に区分される。これらは、全般統制により支援さ
れるITにより自動化された機能である。①は、情報の正確
性、網羅性、適時性、正当性等の達成のためにアプリケー
ションに組み込まれた内部統制である。②は、計算、分類、
見積り、その他会計処理を人間に代わりアプリケーショ
ンが行う手続である。③は、情報システムから出力された
情報を利用して手作業による統制活動として実施する場
合のその情報をいう。
監査人は、｢自動化された業務処理統制等｣について前

年度からの変更の有無を質問により確かめる。変更がな
い場合の裏づけを得るための手続として、バージョン情
報やリリースノートの内容を確かめる、プログラムの
バージョン管理台帳等に変更案件等がないことや変更を
確かめること等が挙げられる。

日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号 

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等   
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ＩＦＲＳ第１号改訂案 
「初度適用企業に対する固定日付の削除」  
 
 
監査基準委員会研究報告「『監査ツール－監査計画－』（中間報
告）」（公開草案） 
 
 
 
 
非上場会社の会計基準に関する懇談会　報告書 
 
 
 
会計基準アップデート（ASU）公開草案 
複数事業主制度に加入する企業の開示の改善 
 
企業会計基準公開草案第44号「連結財務諸表に関する会計基準（案）」 
企業会計基準適用指針公開草案第39号「一定の特別目的会社
に係る開示に関する適用指針（案）」 
企業会計基準適用指針公開草案第40号「連結財務諸表におけ
る子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針（案）」 
実務対応報告公開草案第35号「投資事業組合に対する支配力
基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い（案）」 
 
会計制度委員会報告第６号「連結財務諸表における税効果会
計に関する実務指針」 
会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会
計に関する実務指針」 
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日本商工会
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現行のＩＦＲＳ１号において固定された日付であった「2004
年１月１日」を「ＩＦＲＳへの移行日」という表現に変更するもの。
意見募集は2010年10月27日まで。 
 
国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・
プロジェクトの動向を踏まえて行われている、新起草方針に
基づく監査基準委員会報告書の改正をベースにした監査ツー
ルを作成するもの。意見募集は2010年9月24日まで。  
 
会計基準の国際化にあたり検討してきた、非上場会社の会
計基準のあり方についてのとりまとめ。今後、報告書の趣旨
に沿って、中小企業向けの具体的な会計指針（仮称）の策定
作業が行われる予定。 
  
複数事業主制度などに加入する企業の財務報告の透明性向
上をはかるもの。意見募集は2010年11月1日まで。 
 
連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関する論
点について短期的に対応を行うもの。「連結財務諸表制度に
おける子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な
取扱い　三」の取扱いを、資産の譲渡者のみに適用されるこ
ととしている。適用時期は平成24年4月1日以後開始する事
業年度の期首からとされている（早期適用も可能）。意見募
集は2010年11月4日まで。 
 
平成22年度税制改正によるグループ法人税制の創設等、な
らびに改正実務対応報告第５号・7号「連結納税制度を適用
する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）・（そ
の2）」の公表に対応するための見直しを行ったもの。 

2010年 
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